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○

積
立
式
宅
地
建
物
販
売
業
者
営
業
保
証
金
規
則
（
昭
和
四
十
六
年
法
務
省
・
建
設
省
令
第
二
号
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
有
価
証
券
の
換
価
）

（
有
価
証
券
の
換
価
）

第
八
条

国
土
交
通
大
臣
又
は
都
道
府
県
知
事
は
、
積
立
式
宅
地
建
物
販
売
業
法
施

第
八
条

国
土
交
通
大
臣
又
は
都
道
府
県
知
事
は
、
積
立
式
宅
地
建
物
販
売
業
法
施

行
令
第
十
三
条
の
規
定
に
よ
り
有
価
証
券
（
そ
の
権
利
の
帰
属
が
社
債
、
株
式
等

行
令
第
十
三
条
の
規
定
に
よ
り
有
価
証
券
（
そ
の
権
利
の
帰
属
が
社
債
等
の
振
替

の
振
替
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
三
年
法
律
第
七
十
五
号
）
の
規
定
に
よ
る
振
替

に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
三
年
法
律
第
七
十
五
号
）
の
規
定
に
よ
る
振
替
口
座
簿

口
座
簿
の
記
載
又
は
記
録
に
よ
り
定
ま
る
も
の
と
さ
れ
る
国
債
を
含
む
。
以
下
こ

の
記
載
又
は
記
録
に
よ
り
定
ま
る
も
の
と
さ
れ
る
国
債
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
及

の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
換
価
す
る
た
め
そ
の
還
付
を
受
け
よ
う
と

び
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
換
価
す
る
た
め
そ
の
還
付
を
受
け
よ
う
と
す
る
と

す
る
と
き
は
、
供
託
物
払
渡
請
求
書
二
通
を
供
託
所
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

き
は
、
供
託
物
払
渡
請
求
書
二
通
を
供
託
所
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

い
。

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）
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○

旅
行
業
者
営
業
保
証
金
規
則
（
平
成
八
年
法
務
省
・
運
輸
省
令
第
一
号
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
有
価
証
券
の
換
価
）

（
有
価
証
券
の
換
価
）

第
六
条

登
録
行
政
庁
は
、
法
第
八
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
有
価
証
券
（
そ
の
権

第
六
条

登
録
行
政
庁
は
、
法
第
八
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
有
価
証
券
（
そ
の
権

利
の
帰
属
が
社
債
、
株
式
等
の
振
替
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
三
年
法
律
第
七
十

利
の
帰
属
が
社
債
等
の
振
替
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
三
年
法
律
第
七
十
五
号
）

五
号
）
の
規
定
に
よ
る
振
替
口
座
簿
の
記
載
又
は
記
録
に
よ
り
定
ま
る
も
の
と
さ

の
規
定
に
よ
る
振
替
口
座
簿
の
記
載
又
は
記
録
に
よ
り
定
ま
る
も
の
と
さ
れ
る
国

れ
る
国
債
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
が
供
託
さ
れ
て
い
る
場
合
に
お
い
て
、
権
利

債
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
が
供
託
さ
れ
て
い
る
場
合
に
お
い
て
、
権
利
の
実
行

の
実
行
に
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
換
価
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合

に
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
換
価
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い

に
お
い
て
、
換
価
の
費
用
は
、
換
価
代
金
か
ら
控
除
す
る
。

て
、
換
価
の
費
用
は
、
換
価
代
金
か
ら
控
除
す
る
。

２
～
５

（
略
）

２
～
５

（
略
）


